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オンラインセミナーレポート

月刊 化学物質管理　オンラインセミナーレポート

月刊 化学物質管理　編集部

　月刊 化学物質管理では 2025 年度も無料オンラインセミナーを開催いたします。今年度は、国内の化学物質規制を所

管する厚生労働省、環境省、経済産業省のご担当者さまをお招きし、各省が担う化学物質政策についてご講演いただ

きます。

　第 2 回として、2025 年 12 月 4 日に、環境省 大臣官房環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室の伊藤氏に「ストッ

クホルム条約の最新状況と見通し」として、ご講演いただきました。

2025 年春に開催され、附属書A（廃絶）に 3 物質を追加することが採択されたCOP12 と、COP12 前後の会合である

POPRC20・POPRC21 での議論内容を解説いただきました。COP12 の採択を踏まえ、化審法第一種特定化学物質への

指定審議の状況についても、ご教示くださいました。さらに、現在多くの国で規制の動きがある PFAS関連の国内にお

ける取り組みもご紹介いただきました。

　本号では、セミナーレポートとして読者の皆さまにとって有用と思われるポイントを、当日寄せられた質問への回

答と合わせて、ご紹介いたします。　

※ 掲載します資料は講演時（2025 年 12 月）の情報となります。

セミナー開催日 :2025 年 12 月 4 日（木）　13:00 ～ 15:00

講演 : 環境省　大臣官房環境保健部　化学物質安全課　化学物質審査室

伊藤　悟志　氏

2025年度 第 2回　ストックホルム条約
の最新状況と見通し（環境省）

本PDFは著者物のため、掲載内容を無断で複写（コピー）・転載・販売することを禁じます。

月刊 化学物質管理サンプル記事
HPはこちら  https://johokiko.co.jp/chemmaga/

https://johokiko.co.jp/chemmaga/
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～セミナーレポート～

ストックホルム条約の概要と経緯

・ POPs（残留性有機汚染物質）から人の健康及び環境を保護することを目的に、POPsの製造及び使用の廃絶・制限、

排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を講ずる条約として、2004 年 5 月に POPs条約は発行さ

れた。2025 年 11 月現在で、日本を含む 186 の国と地域が POPs条約に参加している。

・ POPs条約の対象となる物質は、年に 1 回行われる POPRC（残留性有機汚染物質検討委員会）での 3 段階（附属書D,

E, F）の検討プロセスを経て、2 年に 1 回行われるCOP（締約国会議）に勧告され、物質の追加が決定する。この

ような決定プロセスとなり、突然、附属書A, B, Cに物質が追加されることはなく、複数年の検討を経たのちに

附属書A, B, Cへの追加が行われるため、条約の検討動向を注視いただきたい。

１．ストックホルム条約の概要と経緯
ストックホルム条約とは

• 条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）とは、残留性有機汚
染物質の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の
適正処理等を規定している条約。

（ 残留性有機汚染物質）
＝ ①毒性があり、
②分解しにくく、
③生物中に蓄積され、
④長距離を移動する物質。

１カ国に止まらない
国際的な汚染防止の
取組が必要。

の冒頭部分を一部削除。

いつも使っているやつ。

ちなみに①～④はこちら

条約ロゴ

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html
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オンラインセミナーレポート

１．ストックホルム条約の概要と経緯
・ とは

• 「残留性有機汚染物質検討委員会」（
、通称 。加盟国の 人の専門家から構成。）では、加盟国から提案

された物質について、①スクリーニング、②危険性に関する詳細検討（リスクプロファ
イル）、③リスク管理に関する評価の検討の３段階のプロセスを経て、締約国会議
（ 、通称 ）に勧告する。

附属書
附属書

附属書

締約国会議）
回 年

回 年、 検討委員会

化審法等に
より措置

残留性
生物蓄積性
長距離移動性

対象物質の範囲 関連物質、分解生成物等 、適用除外等

発生源
有害性
動態
ばく露

規制措置
代替技術
社会への影響
廃棄 等

非公開ではあるが外部の方も参加する
検討会での資料

D:¥Box¥環境保健部_化学物質審査室¥19_国際
条約等¥☆POPs¥POPRC14¥サブ

・ 2025 年 4, 5 月に行われたCOP12 によって追加採択された 3 物質群を含む、以下の物質群が、現在の POPs条約

の対象物質である。

附属書 （廃絶） ３物質群
「アルドリン｣、「α ヘキサクロロシクロヘキサン｣、「β ヘキサクロロシクロヘキサン｣、「クロルデン｣、
「クロルデコン｣、「デカブロモジフェニルエーテル｣、「ディルドリン｣、「エンドリン｣、「ヘプタクロル｣、
「ヘキサブロモビフェニル｣、「ヘキサブロモシクロドデカン｣、「ヘキサブロモジフェニルエーテル及び
ヘプタブロモジフェニルエーテル｣※１、「ヘキサクロロベンゼン｣、「ヘキサクロロブタジエン｣、「リンデン｣、
「マイレックス」、「ペンタクロロベンゼン」、「ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類」、
「ポリ塩化ビフェニル（ ｣、「ポリ塩化ナフタレン（塩素数 ～ のものを含む ｣、「短鎖塩素化パラ
フィン（ ｣、「エンドスルファン｣、「テトラブロモジフェニルエーテル及びペンタブロモジフェニル
エーテル」※１、「トキサフェン｣、「ジコホル｣、「ペルフルオロオクタン酸（ ）とその塩及び
関連物質｣※１、「ペルフルオロヘキスルホン酸（ ）とその塩及び 関連物質｣※１、「 ｣、
「デクロランプラス｣、「メトキシクロル｣、「長鎖ペルフルオロカルボン酸（ ）とその塩及び

関連物質」※１、「中鎖塩素化パラフィン」、「クロルピリホス」※２

附属書 （制限） ２物質群
「 トリクロロ ビス（ クロロフェニル）エタン（ ｣、「ペルフルロオクタンスルホン酸
（ ）とその塩及びペルフルオロオクタンスルホニルフオリド（ ｣※１

附属書 （非意図的生成物） ７物質群（うち５物質群は附属書 と重複）
「ヘキサクロロベンゼン ｣※３、｢ヘキサクロロブタジエン｣※３、｢ペンタクロロベンゼン 」※３、
「ポリ塩化ビフェニル（ 」※３、「ポリ塩化ナフタレン（塩素数 ～ のものを含む 」※３

「ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ 」、「ポリ塩化ジベンゾフラン（ 」

※１  これらの物質は「物質群」としてカウントすることがPOPs条約事務局から提案されている。
※２ 令和７年の締約国会議で追加を決議。今後国連から通報が行われ、その１年後に効力発生される見込み。
※３ HCB、ヘキサクロロブタジエン、PeCB、PCB、ポリ塩化ナフタレンは附属書Aと重複。

１．ストックホルム条約の概要と経緯
ＰＯＰｓ条約の対象となっている物質一覧
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はじめに

　こんにちは。化学品管理子です。2025 年 10 月号の

前編に引き続き、GHSと SDSに関する日本産業規格、

JIS Z7252 と JIS Z7253 の改訂についてお話しします。

2025 年 12 月 25 日に、これら二つの JISの改正が公示

されました。それぞれの正式名称は、下記の通りです。

• JIS Z7252:2025　GHSに基づく化学品の分類方

法

• JIS Z7253:2025　GHSに基づく危険有害性の情

報伝達方法―ラベル , 作業場内の表示及び安全

データシート（SDS）

　JIS Z7253 では、規格名称にも変更がありましたね。

全体としては、国連GHS文書の改訂に伴う内容修正

と、実態に合わせる形での内容変更が中心となってい

ます。

　前編では主な変更点について、意見募集版の内容を

もとに整理しました。後編となる今回はさらに一歩踏

み込み、事業者の実務に直結する視点、すなわち「既

存の製品・商品の危険有害性分類の見直しに関係する

事項」「既存のSDSの内容の見直しに関係する事項」「今

後の危険有害性分類及び試験の見直しに関係する事

項」といった観点から、今回の JIS改訂にどのように

対応していくかを解説したいと思います。

　JISの原文を手元に置きつつ、変更点を踏まえて実

務でどう活かすか考えていただければと思います。

SDSの改訂再発行は大変な作業ですが、化学品管理の

土台を整えるチャンスです。

1. 既存の製品・商品の危険有害性分類
の見直しに関係する事項

　以下は、既存の製品・商品の組成や含有物質の確認

が必要な事項である。

特集 1

GHS・SDSのJISが変わる
～ JIS Z7252・JIS Z7253の改定ポイントと

事業者における対応準備～（後編）

化学品管理子

JIS Z7252 関連

・ 分類「爆発物」の判定見直し（「鈍性化爆発物」の関連事項も

変更）

・ 可燃性ガスの分類見直し

・ 分類「エアゾール」に「加圧下化学品」を追加

・ 酸化性物質を含有する混合物の「自己反応性化学品」判定（修

正）

JIS Z7253 関連

・ 「SDSを作成する濃度」誤えん有害性区分 1 物質を含有する

混合物の定義



特集 1　GHS・SDS の JIS が変わる （後編）
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1.1　分類「爆発物」の判定見直し

　従来の国連GHS及び JISでは、「区分」ではなく国

連危険物輸送勧告（UNモデル規則）に沿って定義され

た「等級」をそのまま準用していたが、国連GHS改訂

第 9版より、等級に対応させた形で区分が定義された。

図表 1 は、等級と区分の対応をまとめたものである。

　国連危険物輸送勧告では、爆発又は火工効果を目的

に製造されたものを対象に 1.1 ～ 1.6 の等級を定義し

ているが、GHSにおいてはそれ以外の物品について

も区分 1 物質として分類される可能性がある点に注意

が必要である。実務上は、従来GHSで爆発物として

分類されていた化学品の他、爆発又は火工効果を目的

として製造されたもの以外で爆発のおそれがあるもの

については再確認が必要と考えられる。ただし、先の

うちGHSで自己反応性化学品又は有機過酸化物とし

て分類されているものは爆発物としては除外される。

1.2　可燃性ガスの分類見直し

　可燃性ガスは、国連GHS改訂第 7 版で区分が見直

され、それまで区分がなかった「自然発火性ガス」「化

学的に不安定なガスA」「化学的に不安定なガス B」を

GHS区分に組み入れる形になった。また、可燃性ガ

スに区分 1Bが追加された。これは、いわゆる微燃性

ガスと呼ばれるもののために設けられた区分で、国内

では高圧ガス保安法の「特定不活性ガス」に相当する。

いわゆる代替フロンのHFC-32 等の冷媒やアンモニア

ガスなどが相当する。現在可燃性ガスとして分類され

ている化学品については今一度分類を見直してみる必

要があるだろう（図表 2）。

図表 1　 UN爆発物の等級とGHS区分の対応

UN危険品

（可燃性固体等として分類） 爆発物**等級1.1~1.6の判定は UN Manual of Tests and Criteriaを参照する

右記以外で
爆発性が
あるもの

爆発又は火工効果
を目的として製造
されたもの他

1.1・1.2・1.3・1.5・1.6
1.4※ 
※区分2B・2Cの条件に合致しないもの

1.4
爆発危険性が比較的低いもの

隔離区分S 左記以外

GHS 
区分１ 区分２

２A
高い爆発危険性

２B
中程度の爆発危険性

２C
低い爆発危険性

図表 2　可燃性ガス区分の JIS Z7252:2019 と JIS Z7252:2025 での比較

JIS Z7252:2019 自然発火性ガス
化学的に不安定なガス 可燃性ガス

A B 区分１ 区分２

JIS Z7252:2025

区分1A 区分1B 区分２

自然発火性ガス
化学的に不安定なガス

可燃性ガスA B

（なし）
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1. はじめに

1.1 『夢の農薬』から懸念の対象へ

　農薬は、害虫・病害・雑草の防除、農作物の収量や

品質の安定化、さらに労働負担の軽減を目的として広

く利用されてきた。一方で、従来の有機リン系やカー

バメート系農薬は哺乳類への毒性が高く、作業者の安

全性や環境リスクが問題視されていた。また、害虫の

抵抗性獲得により既存農薬の効果が低下するという課

題も顕在化していた。

　このような背景の中、1990 年代に登場したネオニ

コチノイド系農薬（図表 1）は、浸透移行性と高い殺虫

効果を特徴とし、世界的に急速に普及した。ネオニコ

チノイドは昆虫の中枢神経系に存在するニコチン性

アセチルコリン受容体（nAChR）に高い親和性を示し、

過剰刺激による神経伝達阻害を引き起こすことで麻痺

や死に至らせる。一方、ヒトにも nAChRは存在する

が、結合性が弱いため急性毒性は低いとされ、当初は

「昆虫にのみ作用する安全な農薬」と期待された。

　さらに、種子処理や土壌処理による浸透移行性によ

り植物全体に薬剤が行き渡り、長期間効果を発揮する

こと、低用量で高い効果を示すことから、環境中での

使用量を減らせる点も普及を後押しした。加えて、コ

ナジラミ、アブラムシ、甲虫類、さらには一部のチョ

ウ目種など幅広い害虫に有効であることから、ネオニ

コチノイド系殺虫剤は世界市場で最も広く使用される

殺虫剤となり、2014 年時点で市場シェアは 25 %以上

に達していた 1）。

　しかし、2010 年代後半以降、ミツバチの大量死を

はじめとする生態系への影響に加え、ヒトにおける

慢性的曝露による健康リスクが国際的に問題視され

るようになった 2）。2019 年には、山室らが島根県宍

特集 2

ネオニコチノイド農薬の現状と課題
― 人と環境を守るために― 

※ 1　SGSジャパン（株）　経営戦略部

※ 2　国立精神・神経医療研究センター　神経研究所

※ 3　東京科学大学　医療・創薬イノベーション教育開発機構

※ 4　JA長野厚生連佐久総合病院

※ 5　（一財）日本農村医学研究会

栁澤　博幸 （やなぎさわ　ひろゆき）※ 1, 3、
小川　貴久 （おがわ　たかひさ）   

竹内　勝之 （たけうち　かつゆき）   浅沼　信治 （あさぬま　しんじ）※ 4, 5

 中野　芳朗 （なかの　よしろう）※ 3、   
伊澤　敏

土肥　栄祐 （どひ　えいすけ）※ 2, 3、
※ 3、   
※ 3、   
飯田　頼嗣 （いいだ　よりつぐ）※ 3 、   

、   （いざわ　さとし）
※ 4, 5



特集 2　ネオニコチノイド農薬の現状と課題
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道湖での調査において、水田で使用されるネオニコ

チノイド系殺虫剤が水生無脊椎動物を減少させ、ウ

ナギやワカサギなど魚類資源の激減に関与した可能

性を指摘し、大きな社会的関心を集めた 3）。欧州連合

（EU）では 2013 年以降、ネオニコチノイドに関する

規制が段階的に強化されている。2013 年の実施規則

（EU） 2013/485 により一部使用が制限された。さら

に 2018 年には実施規則 （EU） 2018/783、784、785

に基づき、主要なネオニコチノイド 3 種（イミダクロ

プリド、クロチアニジン、チアメトキサム）の屋外使

用が原則禁止された。米国でも州レベルで規制が拡大

している。一方、日本では「農薬取締法に基づく規制

の現状と今後について」（農林水産省  消費・安全局 農

産安全管理課、2020 年 10 月）によると、水稲や園芸

作物で依然として広くネオニコチノイド系農薬が使用

され続けており、最大残留基準値（MRL）の設定や農

薬の定期再評価制度は存在するものの、欧州の屋外使

用全面禁止などに比べ緩やかな規制に留まっている。

本稿では、ネオニコチノイド系農薬がどのような科学

的根拠に基づいて認可されてきたのかを整理するとと

もに、近年明らかになりつつあるヒトおよび哺乳類へ

の影響に関する知見を概観する。その上で、国際的動

向と日本の現状を比較し、規制の遅れがもたらすリス

クと課題を明らかにし、最先端の分析方法を整理する

ことで、取り得る対策を含めた今後の展望を考察す

る。本稿の目的は、市場を過剰に刺激することではな

く、科学的知見に基づき、環境と人の安全を守るため

に必要な対応を検討し、関係者と協調しながら適切な

解決策を提示することである。

図表 1　ネオニコチノイド類の化学構造
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はじめに

　2025 年は、包装および包装廃棄物規則（PPWR）の

採択や使用済み自動車規則（ELV規則）の審議など、プ

ラスチックの循環利用に関わる法制度に大きな動きが

認められた年であった。

　また、欧州議会選挙の結果、議員数で大きく台頭し

た中道右派および右派政党からは、これまでの厳格な

環境規制に対するレビューとして、「グリーン・ディー

ル疲れ」が提唱されるなど、従来の環境政策に対する

「実行可能性」と「費用負担」を重視する調整圧力を生

じる状況となった。しかしながら、サーキュラーエコ

ノミー（CE）政策については、重要原材料法（CRMA）

の施行に見られるように、これまでの環境保護政策に

対し、資源安全保障や経済主権を確保するための新た

な産業戦略としての役割も加わることで、その勢いは

衰えていないものと思える。

　本稿では、それらの動きを追うとともに、2026 年

（公財）日本生産性本部　コンサルティング部

エコ・マネジメント・センター長

上智大学大学院　地球環境学研究科　非常勤講師

喜多川　和典 （きたがわ　かずのり）

中の発行を目指す「サーキュラーエコノミー法」の策

定動向を展望し、今後の EUの CE政策が、いかにし

て「環境」と「産業競争力」のバランスを図りながら、

新たなステージへと移行しようとしているのかについ

て考察をする。

1. プラスチックの循環利用に関わる動
き

1） 包装および包装廃棄物規則（PPWR）の本格

的な施行に向けた動向

　包装および包装廃棄物規則（PPWR:Packaging and 

Packaging Waste Regulation）は、2024 年 3 月に EU議

会で、同年 4 月には EU理事会で暫定合意に到り、そ

の後、発行された。昨年の同規則に関わる動きは、本

格施行のための関連する諸施策の準備と加盟国におけ

る新法への準備体制づくりへと移ってきたものと見る

ことができる。

EUサーキュラーエコノミー政策
昨年の振り返りと今年の動き

2 月号の恒例となりますが、日本生産性本部 喜多川氏より、EUサーキュラーエコノミー（CE）政策の昨年一

年の総括と本年以降の見通しについて寄稿をいただきました。現状把握のために、また、今後 EU CE政策の

進展をどのような観点からウォッチすればよいのか、そのヒントとしてご参考になさっていただけましたら幸

いです。

F cus
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リレー連載　各社の化学物質管理

第 104回

より安全で持続可能な社会に向けた
花王のGFC推進活動

第 1部 : GFCやサーキュラーエコノミー等を
考慮した化学物質管理の取組

GFC: Global Framework on Chemicals（化学物質に関するグローバル枠組み）

報の循環、投資家・金融を含むステークホルダー間で

の情報と資金の循環を促すルールは、科学的根拠に基

づく産業界の化学物質管理が適切に評価され、社会か

らの評価向上、企業価値向上、事業・経営への貢献に

つなげるための手段として期待されている。本稿では

自主的な化学物質管理目標に取り組む意義・背景と花

王の事例を紹介する。

1. 地球規模での課題とGFCへの期待

　気候変動や生物多様性の損失と並び、化学物質・汚

染は地球の持続性を脅かしている 1）。2023 年に合意

されたGFCは、化学物質管理を通じてこれらの課題

～　各社の化学物質管理　～

リレー連載

はじめに

　花王は、「気候変動、生物多様性損失、化学物質・

汚染」という地球の三重危機を認識し、化学物質管理

を通じてより安全で持続可能な社会の実現に貢献す

ることを目的に、戦略的な取組を進めている。国際的

には、パリ協定や生物多様性枠組みと並び、2023 年

に国連環境計画（UNEP）の下で合意された「Global 

Framework on Chemicals」（GFC）が重要な枠組みと

なっている。日本では、2025 年にGFC国内実施計画

が策定され、国際的には 2026 年に運用ルールが整備

される見込みであり、企業はこれに適応した取組を求

められる。特に、バリューチェーンにおけるモノと情

花王株式会社　品質保証部門　技術法務・技術渉外センター

GFC推進事務局　兼務　化学品・原料技術法務部

Ph.D.　長谷　恵美子 （はせ　えみこ）



海外を中心に、必要な化学物質規制や関連情報を、

「タイムリーに」「分かりやすく」「つっこんだ内容」で提供する

C oncept

「国内、世界の化学物質規制が年々強化されている」
「海外を中心に、多数の関連規制をタイムリーに把握／対応す
るのに苦慮している」

「後手に回っている化学物質管理を自社の強みに変えたい」
⇒多々寄せられるこのような声に応えるべく、形式にとらわれ
ず、タイムリーで必要性の高い情報を提供できる「雑誌」という

媒体での情報提供を企画。月刊誌。
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